
平成１７年１２月１９日 

債権管理条例に関する調査報告書 

江 戸 川 区 御 中              

  東京弁護士会業務改革委員会 

江戸川区私債権問題検討チーム 

    座 長  弁護士 須 田 徹      

 債権管理条例を制定するにあたって留意すべき事項について調査・検討した結果

を以下のとおり報告する。なお、検討結果を踏まえて「私債権の管理等に関する条

例（案）」、「私債権の管理等に関する条例施行規則（案）」及びこれらについて

の逐条解説（「私債権の管理等に関する条例の逐条解説」、「私債権の管理等に関

する条例施行規則の逐条解説」）を作成したので参考とされたい。 

１．債権管理に関する地方自治法の規定 

1) 地方公共団体が保有する債権の区分

普通地方公共団体（以下、単に「地方公共団体」という。）が財産として管

理の対象としている債権は、金銭の給付を目的とする権利、即ち、金銭債権だ

けである（地方自治法２４０条１項、以下、地方自治法を「自治法」という。）。

公法上の原因に基づいて発生する債権（以下「公債権」という。）であると、

私法上の原因に基づいて発生する債権（以下「私債権」という。）とを問わな

い。 

公債権は、①地方税の滞納処分の例により強制徴収できるもの（以下「強制

徴収公債権」という。）と、②滞納処分の例によることができないもの（以下 
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私債権の管理に関する条例（案）についての逐条解説 

本条例（案）の名称： 

「江戸川区の私債権（１）の管理等（２）に関する条例」 

【解説】 

１．本条例（案）は、専ら、私債権の管理に関する事項を定めるもので

あることから（規定対象から公債権を除外した。）上記名称とした。 

２．（１）につき第２条「定義」の項の解説を、（２）につき第１条「目

的」の項の解説を参照されたい。 

（目的） 

第１条 この条例は、区の私債権（１）の管理に関する事務の処理につ

いて、必要な事項を定めることにより（２）、区の私債権の管理の適

正を期することを目的とする。 

【解説】 

１．（１）について 

第２条の定義規定で「区の債権」を私債権に限定する趣旨に定めた

うえ、「区の債権」と表示する方法もあるが、本条例（案）の対象が

私債権であることを明確にするとともに、後日、公債権についての管

理条例が制定されることもありうるので、「私債権」と表示すること

とした。 

２．（２）について 

2 / 33



当検討チームとしては、「国の債権の管理等に関する法律」に倣い、

債権管理条例に契約等の内容規制に関する規定を設けるべきであると

の意見が大勢を占めた。その場合には、同法同様、名称に「管理等」

のように「等」を付することが適切であるが、区との協議の結果、今

回は契約等の内容規制に関する規定を設けないこととしたので、「等」

は付さないこととした。 

３．区の「江戸川区の債権の管理等に関する条例（素案）」（以下「素

案」という）には、「法令に定めがあるもののほか」という文言が用

いられているが、本条例（案）は法令に定めがあるものについても規

定しているので、この文言は使わないこととした。上記文言を入れた

うえ、法令に定めのあるものについては規定しないという方法もある

が（その方が条文数が少なくなり、条例としてはシンプルになる。）、

わかりやすく使い勝手のよいものにするというのが今回の債権管理条

例制定の方針の一つであり、債権管理担当者が他の法令を読まなくて

も、この条例を読めば、債権管理のために何をなすべきかがわかるよ

うにするため、法令に定めのあるものも規定することとした。 

なお、他区の例で、「法令に定めがあるもののほか」という文言を

用いているのは、練馬区だけである（この文言を入れなくても自治法、

施行令等の法令の適用があることは言うまでもない。）。 

（定義） 

第２条 この条例において「区の私債権」とは、金銭の給付を目的

とする区の権利のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権を

いう。 
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東京弁護士会業務改革委員会 江戸川区私債権問題検討チーム委員 

座 長  須 田 徹        

副座長 倉 田 大 介           

委 員 白 石 道 泰           

同 播 磨 益 夫           

同 濱 田 弘 幸           

同 原 口 紘 一           

同 鐘 築 優        

同 伊 東 健 次           

同 宮 城 朗        

同 外 川 裕        

同 寺 下 誠 司           

同 内 野 眞 一           

同 中 村 英 示           
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仕様書

１ 件名

債権管理に関するメール相談委託

２ 履行期間

  平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで

３ 委託内容

（１）委託者は、債権管理・回収事務に関し、必要に応じて、法的観点や実

務的取扱についての質問を受託者に電子メール（以下「メール」という。）

で送信するものとし、受託者はこれを次項に定める弁護士に回付し、回

答内容を確認の上、委託者に返信するものとする。

（２）回答を作成する弁護士は、受託者または東京弁護士会自治体法務研究

部会に名簿登録のある弁護士とする。

（３）メール相談の補助的手段として、電話での対応も可能とする。

（４）メールの内容については、個人が特定できる氏名、住所等の個人情報

は記載しないこととする。

（５）本件業務の窓口は、各々次のとおりとする。

委託者・委託者が指定する職員

受託者・受託者が指定する者

４ 委託料の支払日及び支払方法

  平成２３年４月末日 

支払金額の１０％を所得税として源泉徴収する。

５ その他

（１）委託者は、メール相談による回答を、回答を作成した弁護士の回答日時

点における法律上の見解を示したものとして扱うものとする。このため、

委託者がメール相談による回答に基づいて意思決定した場合であっても、

その結果について、受託者及び回答を作成した弁護士は、法律上の責任を

負うものではない。

（２）メール相談の回答期限は、二週間以内を原則とする。詳細な検討を要す

るものは、二ヶ月を限度に回答期限を延長することができる。この場合、

受託者または回答を作成する弁護士は、回答予定日を委託者に通知するも

のとする。

（３）ただちに回答を要するものは、本件メール相談の対象としない。

（４）この仕様書に定めのない事項については、必要の都度、委託者と受託

者で協議の上決定することとする。
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平成２２年３月２４日 

メール相談・質問２２の回答 

弁護士 須 田  徹 

（質問） 

 認可保育所が事業廃止する際、廃止時点において施設会計に残余金があった場

合、また正規の規定に反して施設会計から他の会計区分へ資金を移動していた場

合において、廃止後に運営法人に対し、市へ返還を命ずることはできるのでしょ

うか。 

（回答） 

１ はじめに 

 ご質問は、残余金がある場合、あるいは他の会計区分へ資金を移動していた

場合に認可保育所の運営法人（以下「事業者」と言います。）に対し返還を命

ずることができるか否かについてお尋ねですが、施設会計上の残余金があるか

らといって、あるいは他の会計区分へ資金を移動したからといって、そのこと

から当然に市が支弁した費用の返還を請求することはできません。残余金の存

在や会計上の不正な処理が直ちに法律上の返還義務を生じさせるものではな

いからです。ですから、質問の趣旨は、上記のような会計上の処理方法のいか

んを問わず、法律上の問題として、市が支弁した費用についていかなる事由が

生じた場合に運営法人に対し返還を命ずることができるについてお尋ねにな

っているものと理解します。 

 そこで、以下、ご質問の趣旨をそのようなものとして論述を進めることとし

ます。 

２ 市、保護者、事業所の法律関係 

 ご質問の趣旨を上記のように捉えた場合、市の費用支弁の法的性格をどのよ

うに解するかによって返還請求の法的根拠、請求することのできる範囲が異な

ってくるものと思われます。そこで、保育サービスの提供にかかる市と保護者、

事業者の相互関係について検討することとします。 

 児童福祉法（以下「法」と言います。）２４条１項は、「市町村は、・・・

・・・保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育

しなければならない。」と規定しており、市町村と保護者の法律関係は、従前

の措置という行政処分ではなく、契約により発生します。市町村は契約により
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保護者に対して児童を保育所において保育する義務を負担します。また、法４

６条の２は、「児童福祉施設の長は、・・・又は市町村長（・・・）からこの

法律の規定に基づく措置又は保育の実施等のための委託を受けたときは、正当

な理由がない限り、これを拒んではならない。」と規定しており、市町村と事

業者の法律関係は委託契約ということになります。つまり、民間保育所の場合

は、市町村が保護者に対して負担する児童を保育所において保育する義務の履

行を事業者に委託していることになります。事業者に委託する場合、保育に要

する費用は市町村が支弁することになっていますが（法５１条４号）、保護者

から徴収する額（法５６条３項）を差し引いた残余の額につき国が２分の１、

都道府県が４分の１、市町村が４分の１の割合で負担するものとされています

（法５０条、５１条、５３条、５５条）。なお、都道府県、市町村は自ら保育

所を設置することができますが（法３５条３項）、公立保育所の場合は、当該

自治体が全額負担します。以上に述べた三者の関係を図示すると以下のとおり

となります。 

３ 運営費の法的性格 

 三者の法律関係が以上のとおりであるとすると、市が法５１条４号に基づい

て事業者に支払う費用（以下「運営費」といいます。）は「委任事務を処理す

るのに必要な費用」と解されます。 

 運営費が「委任事務を処理するのに必要な費用」であれば、運営費の範囲や

具体的な金額は市と事業者との間の契約により定めることになりますが、○

○市では、「○○市保育所運営費支弁取扱要領」（以下「運営費支弁要領」

と言います。）に基づいて支払いがなされています。 

 運営費支弁要領によれば、運営費たる委託費用は市と事業者との自由な契約

によって定められるのではなく、所定の計算方法により算出されることになっ
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ています。手続上は、事業者が福祉保健センター長宛に請求書を提出し、同セ

ンター長が審査のうえ、支払うことになっていますが（第３、第４、第８）、

これを法律的にみれば、委託費用は、事業者が市の定めた計算方法を承認のう

え、それに則って請求し、同センター長がこれに承認するという手順を採るこ

とにより、双方の合意により定めたものと理解できます。 

４ 運営費に関する厚生事務次官通知の法的意義 

 運営費支弁要領によれば、事業者は、四半期毎に保育所運営費等概算請求書

（第１号様式）及び保育所保育実施児童名簿（第１号様式の２）を作成し、福

祉保健センター長宛に提出することになっています（第４）。 

 ところで、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」と題する

厚生事務次官通知（昭和５１年４月１６日厚生省発児第５９の２、以下「交付

要綱」という。）は、運営費について、「保育所での保育を実施した場合にお

ける法第５１条第４号に規定する保育の実施につき法第４５条の最低基準を

維持するための費用」を言うとしたうえ（第１の１）、「市町村は、法第５１

条第４号の規定により各月その保育所に対し、次の算式によって算定した額の

合計額をその月の支弁額として支弁しなければならない」と定め（第３の４）、

支弁額は、保育単価（入所児童１人あたり運営費の月額単価）に入所児童の額

を乗じた額を言うとしています（第１の１４）。 

 前記第１号様式によれば、市が事業者に支払う運営費は、上記支弁額に、市

独自の基準により算出される費用（保育事業向上支援費、特定保育向上支援費

等）を加算した金額ということになっています。 

 それ故、交付要綱が運営費算出の第１基準になっているのですが、交付要綱

それ自体は、直接、事業者に法的拘束力を及ぼすものではありません。しかし

ながら、運営費支弁要領に定める手続を経ることにより、市と事業者との間の

委任契約の内容の一部を構成することになります。 

 因みに、交付要綱は、市町村が事業者に支払う運営費の算出基準を定めたう

え、国が市町村に対して、これを遵守すべきことを命じたものではありません。

その標題からも明らかなとおり、交付要綱は、国が市町村に交付する国庫負担

金の算定基準を定めたものであり、かつ、交付された国庫負担金についての、

国と市町村との間の精算基準の定めたものです（第２）。しかし、実際上

は、○○市の例にみられるように、交付要綱における運営費の算出基準は、市

町村と事業者間の契約内容の一部として盛り込まれ、両者間において法的効力

を有する結果になっています。 

５ 精算義務 （以下省略）
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